
徳
島
県
企
業
局
告
示
第
二
号

徳
島
県
駐
車
場
事
業
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

徳
島
県
企
業
局
長

市

原

俊

明

一

利
用
料
金
の
額

利

用

料

金

の

額

区

分

単
位

金
額

上

限

額

藍
場
町
地
下

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

三
百
円

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

千

駐
車
場

円

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

三
十
分

百
五
十
円

時
間

松
茂
駐
車
場

駐
車
一
時
間
ま
で

一
時
間

無
料

最
初
の
二
十
四
時
間
ま
で

五
百
円

以
後
の
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と

五
百

駐
車
一
時
間
を
超
え
る

一
時
間

百
円

円

時
間

備
考１

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
休
日
」
と
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。

２

利
用
時
間
に
、
こ
の
表
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用

時
間
は
、
同
表
に
定
め
る
単
位
の
利
用
時
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
八
時
間
以
上
藍
場
町

地
下
駐
車
場
に
駐
車
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
内
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
六
百
円
と
す
る
。

４

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
療
育
手
帳
（
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
、

児
童
相
談
所
又
は
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
に
お
い
て
知
的
障
害
と
判
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
都

道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
の
長
か
ら
支
給
さ
れ
る
手
帳
で
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
項
の
記

載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
し
て
い
る
自
動
車
を
駐
車
す
る
場

合
は
、
藍
場
町
地
下
駐
車
場
の
最
初
の
二
時
間
分
の
駐
車
料
金
（
定
期
駐
車
券
に
係
る
料
金
を
除

く
。
）
及
び
松
茂
駐
車
場
の
最
初
の
二
十
四
時
間
分
の
駐
車
料
金
を
無
料
と
す
る
。



二

適
用

令
和
二
年
八
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。


